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概要

本稿では、途上国における森林保全を通じた気候変動対策の仕組みである、REDD+に関す

る経済学的研究の概観をおこなった。REDD+ の費用と効果について検討した既存研究をボ

トムアップ分析とグローバルモデル分析とに分け、森林保全の程度を左右する機会費用の推定

や、炭素価格の設定に応じた年間の炭素蓄積量についてまとめた。また、REDD+の制度設計

において鍵となるテーマとして、モニタリング、ベースライン、リーケージ、非永続性、資金

供給メカニズムを挙げ、その経済学的な含意を考察した。さらに、REDD+によって大きな資

金提供を受ける可能性のあるインドネシアを取り上げ、現時点までに展開されている試行プロ

ジェクトを概観し、今後 REDD+を具体的に展開する際に考えられる課題について検討した。
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1 REDD+の背景と目的

REDD+（レッドプラス：Reducing Emissions from Deforestation and Degradation, and foster

conservation, sustainable management of forests, and enhancement of forest carbon stocks）と

は、途上国において森林減少・劣化にともなう二酸化炭素の放出を削減すること、森林保全、森林

の持続的管理、森林炭素蓄積量の拡大を促すこと、およびそれらにインセンティブを与える仕組み

のことを指す。森林は地球上でもっとも重要な炭素の吸収源であり、光合成を通じて大気中の二酸

化炭素を有機物に固定している。したがって森林が減少することは、固定されていた二酸化炭素が

ふたたび大気中に放出されることを意味する。IPCC（2007）によれば、森林減少を原因とした二

酸化炭素排出量は、全世界で年間 1.6ギガ炭素トンに達する。これは地球上の温室効果ガス全排出

量の約 20％に相当し、交通部門からの排出割合を上回っている。

これまでの気候変動緩和策では、京都議定書において先進国のみに対して温室効果ガスの削減目

標が定められたことに象徴されるように、どちらかと言えば、先進国における排出削減や省エネル

ギー推進に焦点が当てられてきた。しかしながら、森林が二酸化炭素の固定に果たす大きな役割

や、世界全体での森林減少のスピードを鑑みると、途上国の森林分野においても、今後よりいっそ

うの取り組みを進める必要のあることは明らかである。森林減少による排出量をカウントすれば、

インドネシア、ブラジル、マレーシアといった国々は、総排出量でロシア、日本、ドイツといった

先進国と比肩するレベルの温室効果ガス排出国となる可能性がある（Myers Madeira 2008）。

REDD+は、途上国における LULUCF（Land Use, Land-Use Change and Forestry：土地利

用、土地利用変化、林業活動による温室効果ガスの排出部門）活動の１つと言える。京都議定書は、

第３条３および４において、LULUCFにおける 1990年以降の先進国における植林活動が先進国

の目標遵守に参入できることを定めている。また、途上国における新規植林と再植林も、COP７

以降、吸収源 CDM（Clean Development Mechanism：クリーン開発メカニズム）として認めら

れるようになった。REDD+は、途上国を対象としている点、そして森林減少や劣化そのものを食
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い止める行為を対象としている点で、これまで認められてきた LULUCF活動とは異なった特徴を

持っている。

REDD+ が気候変動に関わる国際交渉の中で取り上げられるようになったのは、近年になって

からである（以下の国際交渉に関する経緯は、Bellassen et al. 2008；渡辺 2009を特に参考にし

た）。1992年に採択された国連気候変動枠組条約は、バイオマスや森林などの吸収源および貯蔵庫

について、すべての締約国がその持続可能な管理と保全に協力することを求めている。1997年に

開催された第三回国連気候変動枠組条約締約国会議（The Third Session of the Conference of the

Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change：UNFCCC COP3）

では、先進国の温室効果ガス排出削減目標を定めた京都議定書が採択され、先進国における 1990

年以降の新規植林と再植林と森林減少（afforestation, reforestation and deforestation）を、約束

履行において算定することが盛り込まれた。

2001年の COP7で成立したマラケシュ合意では、新規植林と再植林（afforestation and refor-

estation）を CDMの対象とすることが認められた。CDMは、先進国が資金提供や技術協力を通

じて途上国における温室効果ガスの排出削減に協力する枠組みであるため、この合意は、気候変動

緩和策としての途上国の森林保全を促進する一歩と言える。しかしながら植林活動は、省エネル

ギーのための設備投資やフロンガスの減少など他の CDMと比べて割高であるためか、CDM登録

件数全体に占める割合は、2010年 12月時点で 0.56％と少ない（UNFCCC 2010）。また、森林減

少（deforestation）の抑制による温室効果ガスの削減については、リーケージ（ある場所での森

林保全が、別の場所での森林減少につながること）の問題が指摘され、適用が見送られることに

なった。

2003年にミラノで開催された COP9において、ブラジルの研究者グループらが、一国における

過去の森林減少の傾向（ベースライン）と比較して、森林減少の抑制量に応じた炭素クレジットを

途上国が受け取れる「補償的削減（compensated reduction）」という概念を提唱した（Santilli et

al. 2003）。補償的削減の概念を用いれば、少なくとも国内でのリーケージ問題は解決することが

できる。
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2005年にモントリオールで開催された COP11において、コスタリカとパプアニューギニアは、

熱帯雨林諸国連合（Coalition for Rainforest Nations : CfRN）を代表して、途上国による森林

減少の抑制を通じた炭素クレジットの取得を提案した。この提案を受けて、REDD+は締約国会

議の補助機関である SBSTA（Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice）および

SBSTA下のワークショップで検討されていく。これ以降、REDD+は気候変動にかかわる国際交

渉の中で急速に取り上げられるようになった。

2007年の COP13で採択されたバリ行動計画では、締約国が「REDDに関連する問題への政策

対応とインセンティブの提供、ならびに途上国における森林保全、森林の持続可能な管理、森林炭

素貯留量拡大の役割」を考慮して、気候変動緩和に関する国内的・国際的な行動を進めることなど

が決まった。バリ行動計画を１つのきっかけとして、それまで単に REDD（Reducing Emissions

from Deforestation and Degradation）と呼ばれていた概念は、森林保全、森林の持続可能な管

理、森林炭素貯留量拡大の役割も考慮に入れた概念、すなわち REDD+ へと拡大し、定着して

いった。また、COP13では締約国と関連組織に、将来的な制度構築にとって有用な検証活動を実

施することを求めた。そのような実例の１つが、世界銀行による「森林炭素パートナーシップ基金

（Forest Carbon Partnership Facility）」 である。*1また、ノルウェー政府が５年間にわたって 18

億ユーロの支出を約束するなど、REDD+に関する財政的支援も具体化する動きがあった。バリ行

動計画に基づいて、長期協力行動に関する特別作業部会（Ad Hoc Working Group on Long-term

Cooperative Action：AWG-LCA）が設置され、REDD+に関する政策的な側面が議論されるこ

とになった。現在、REDD+に関する主な検討の場は、SBSTAおよび AWG-LCAの２つとなっ

ている。

2009年の COP15では、森林保全が気候変動緩和策として有効であるとし、REDD+の必要性

*1 世界銀行の森林炭素パートナーシップ基金は、REDD+ の試行プロジェクトを促進するための枠組みである。基金

には、能力開発のための仕組みである準備基金（Readiness Fund）と、炭素クレジット購入のための仕組みである

炭素基金（Carbon Fund）が設けられている。現在のところ 37ヶ国が REDD+を実施する対象国として選ばれ、

16の国や組織が３億 4,500万ドルの財政的支援を表明している。
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を再確認した。締約国が留意（take note）することに同意したコペンハーゲン合意には、以下の

ような文言が盛り込まれている。「森林減少・劣化による温室効果ガス排出の削減が果たす役割の

重要性と、森林による温室効果ガス吸収を強化する必要性を認識し、REDD+ などの制度をただ

ちに創設して、こうした行動に対して積極的なインセンティブを与え、先進国からの資金調達を可

能にする必要があることに同意する。」この文言自体はバリ合意とあまり大きく変わらないものの、

COP15 では先進国からの財政的支援の具体化が進んだ。まず REDD+ だけを目的とした資金提

供ではないが、途上国における緩和策、適応策、技術移転、能力開発を進めるため、2010年から

2013年の間に総計 300億ドル、2020年までに年間 1000億ドルを目標とした支援をおこなうこと

が、コペンハーゲン合意に盛り込まれた。また、REDD+ に関する方法論上の課題をまとめた方

法論的指針も採択された（FCCC/CP/2009/11/Add.1）。さらに、オーストラリア、フランス、日

本、ノルウェー、イギリス、アメリカは、2010年から 2013年の間に、REDD+の支援のために

35億ドルの公的資金を拠出するとの共同声明を発表した。

コペンハーゲン合意が留意にとどまったのに対し、2010年の COP16では、上記の方向性を踏

襲したカンクン合意が会議の成果として正式に採択された。カンクン合意には、先住民族の権利尊

重を途上国に対して求めることや、SBSTAにおいてモニタリング方法決定などのための作業計画

を発展させることも盛り込まれている。

以上のような国際交渉のプロセスを経て、REDD+ は徐々にその重要性を増してきている。ま

た、いくつかの国際機関や NGOが、試行プロジェクトに取り組んでいる。しかしながら、これま

でのところ具体的に REDD+をどのような枠組みでおこない、どのようなインセンティブがどの

程度与えられるかについては、まだ正式な決定がなされていない。その原因は、第一に、REDD+

を着実な温室効果ガス排出削減へと結びつけるために慎重な測定・報告・認証（Measurement,

Report, and Verification：MRV）の仕組みを構築する必要があり、これが途上国の現状を考える

と容易ではないこと、そして第二に、REDD+の制度設計によって先進国から途上国への所得移転

の総額や、途上国ごとに与えられるインセンティブの大きさがかなり変わってくるため、どの国も

納得するような内容の合意に到達するのが困難なことにあると考えられる。
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本稿の課題は、REDD+が気候変動緩和策において果たす役割についての、これまでの経済学的

な研究成果を概観することにある。REDD+ に関する制度構築は、気候変動に関わる国際交渉を

軸に、日々刻々と進められつつある。特に、2013年以降の国際的枠組みの姿がいまだ不明瞭な現

状において、枠組みへの途上国の参加を促すインセンティブになりうる REDD+の存在意義は大

きい。したがって、制度の成果を左右する諸要素について、経済学的な観点からの検討をおこなう

ことは非常に重要であり、実際にもこれまである程度の研究蓄積が進められつつある。しかしなが

ら筆者らの知る限り、REDD+の制度的側面について解説した日本語の文献はいくつかある*2もの

の、これまでにおこなわれた経済学的な研究を概観した文献は見当たらず、論点の整理は十分に行

き届いていない。そこで、経済学的な観点からおこなわれた REDD+研究について概観し、現時

点における到達点をまとめておくことは、効果的な制度構築にとって少なからず有意義であると思

われる。

続く第２節では、REDD+の基本的な機能について解説をおこなった後に、その費用と効果を検

討したこれまでの経済学的研究について、概観する。第３節では、REDD+ の制度構築にあたっ

て、課題となる主な項目を挙げ、検討を加える。第４節では、REDD+が実施される対象国の実例

としてインドネシアを取り上げ、第３節で挙げられた課題とも照らし合わせながら、REDD+の実

行可能性について具体的に分析する。第５節はまとめである。

2 費用と効果

2.1 REDD+の機能

現存する森林を保全することは、最も費用のかからない気候変動緩和策であると言われている

（Nabuurs et al. 2007）。これまでいくつかの研究が、さまざまな炭素価格の想定下でどの程度の

森林保全と炭素排出削減が実現できるかを検討している（Osafo 2005; Osborne and Kiker 2005;

*2 これまでに発表されている主な日本語文献としては、藤間他（2008：Kanninen et al. 2007の翻訳）、渡辺（2009）、

原田（2010）、百村・横田（2010）、平田（2010）などがある。
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Sathaye et al. 2005; Silva-Chávez 2005; Vera Diaz and Schwartzman 2005；Bellassen and Gitz

2008; Grieg-Gran 2006; Kindermann et al. 2006; Sohngen and Beach 2006; Kindermann et al.

2008; Strassburg et al. 2009）。本節では、こうした研究の成果について概観をおこなう。

REDD+の基本的な機能は、途上国が森林保全に取り組むことで、維持・増加させた炭素量に応

じて、先進国から経済的支援を得られるというものである。また先進国にとっては、支援を通じて

達成された炭素蓄積量に応じて炭素クレジットを取得し、それを自国の削減成果として組み込むこ

とができるという期待がある。こうした特徴から、REDD+は気候変動緩和策をめぐる先進国と

途上国との軋轢を解消する役割を担う可能性がある。

現在検討されている途上国への資金供給の仕組みには、大きく分けて、市場ベース方式と基金

ベース方式の２つがある（Parker et al. 2009; Isenberg and Potvin 2010）。市場ベース方式は、

REDD+によって削減された炭素排出量をクレジットとして、先進国が炭素市場で取引すること

によって資金を調達する。基金ベース方式は、炭素市場を通さずに、途上国に直接的に資金を提供

するものである。

途上国への資金は、過去の森林の土地利用の傾向から、対策が実施された場合の森林減少を

「ベースライン」として設定し、対策が実施されなかった場合の森林状態との差に応じて支払われ

る。ベースラインの設定は、国ごとの利益を大きく変える可能性があるため、設定方法についてす

べての国が合意に到達するのは容易ではない。より多くの資金提供を得るためには、現在の森林減

少のスピードが深刻であることを強調した方が得策となる。もし対策がおこなわれなかったとして

も木材価格の低下などによって現在よりも森林減少が抑制される可能性があるとすると、現在時点

での森林減少率を用いることは、REDD+ の効果を過大評価することにつながる。これは CDM

における追加性（additionality）と同種の課題である。

REDD+の仕組みが機能するためには、森林保全によって得られる資金が、農業や商業伐採など

の森林開発によって得られる価値（機会費用）を上回る必要がある。機会費用の大きさは森林保全

に必要な炭素価格を左右するため、その推定は REDD+の評価にとってきわめて重要である。機

会費用の推定は、主に 2つの方法で行われている。すなわち、現地住民が土地利用の変化から得る
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利益を積み上げ計算するボトムアップ分析と、森林保全による世界レベルの木材供給・食糧供給の

変化などが考慮されたグローバルモデル分析である。

2.2 ボトムアップ分析

ボトムアップ分析は、現地住民が農業、商業伐採、牧畜などに森林を転用して得る利益を１つず

つ検討し、機会費用として評価する。ボトムアップ分析の利点は、地域住民が持つ森林開発への動

機などを詳細に分析することが可能なため、制度設計にとって適切なインセンティブを知ること

ができる点にある。ボトムアップ分析の弱点は、対象が小規模ゆえに包括性が不足することや、土

地利用変化による農作物や木材価格の変化を考慮できない部分である。表１に、これまでのボトム

アップ分析の結果をまとめる。これによると、機会費用は炭素トンあたり 0.15ドルから約 30ドル

と推定されている。推定値の多くは、市場で観察される炭素価格よりも相対的に低い水準であるた

め、REDD+が低価格で実現できる気候変動緩和策の一つであることを示していると言える*3。

次に、個別研究で採用されている評価の手続きを概観する。Vera Diaz and Schwartzman（2005）

は、ブラジルに関する研究である。ブラジルの温室効果ガス排出量は世界全体の 2.5％を占め、う

ち 75％が森林減少によるものであると言われている。現在のところ、牧畜、大豆栽培、木材伐採

が主な森林減少の原因であり、中でも牧畜が原因の 70％を占めている。まず木材伐採がおこなわ

れた後に牧畜がおこなわれるというサイクルを想定して、森林減少を思いとどまらせるのに必要な

最低補償額、すなわち採算価格（break even price）が求められる。１ヘクタールあたりの採算価

格は、伐採による一度きりの収益 1,435ドルに、その後 30年にわたる牧畜収益を割引率 10％で現

在価値化した 264ドルを加えて、1,699ドルと推計されている。炭素蓄積量を１ヘクタールあたり

155炭素トンと想定すると、これは１炭素トンあたり 11ドルに相当する。１ヘクタールあたりの

伐採収益を 150ドルと低めに見積もると、採算価格は１ヘクタールあたり 449ドル、１炭素トン

あたり３ドルになる。また、伐採後に５年間の牧畜をおこない、その後 25年にわたって大豆栽培

*3 EU ETSにおける EAUスポット価格は、2010年 12月 13日時点で 13.68ユーロ（約 18ドル）であった（VERTIS

2011）。これは炭素トンあたりにすると、50.67ユーロ（約 67ドル）に相当する。
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表 1 ボトムアップ分析のまとめ

対象地 費用 (ドル/ha) 費用 (ドル/tC) 主な土地利用変化 出典

ブラジル 449-1,699 3-11 伐採、牧畜 Vera Diaz & Schwartzman 2005

2,215-3,465 14-22 伐採、牧畜、大豆 Vera Diaz & Schwartzman 2005

713 - 牧畜、大豆 Grieg-Gran 2008

ガーナ 1,776 30 メイズ、キャッサバ Osafo 2005

1090 - メイズ、キャッサバ Grieg-Gran 2008

ボリビア 886 4.43 大豆 Silva-Chávez 2005

1,522 - 牧畜、大豆 Grieg-Gran 2008

ガイアナ 6.36-24.56 0.18-0.71 伐採（地上炭素のみ） Osborne & Kiker 2005

6.36-24.56 0.15-0.58 伐採（地下炭素含む） Osborne & Kiker 2005

カメルーン 2,221 30.08 プランテイン、キャッサバ Bellassen & Gitz 2008

1,811 - 穀物、ココア Grieg-Gran 2008

コンゴ 1,811 - 穀物、ココア Grieg-Gran 2008

PNG 2,744 - オイルパーム、自給作物 Grieg-Gran 2008

インドネシア 2,008 - オイルパーム、ゴム、米 Grieg-Gran 2008

マレーシア 1,991 - オイルパーム、ゴム、米 Grieg-Gran 2008

注）金額は名目値である。Bellassen and Gitz（2008）は二酸化炭素トンあたりの記述しかなかったため、

0.27 で除して炭素トンあたりに変換した。Grieg-Gran（2008）の結果は、伐採収益を考慮したものである。

をおこなうという想定の下で計算すると、採算価格はさらに高くなる。

Osafo（2005）は、ガーナにおける REDD+の効果を検証している。伐採と農地転換が森林減少

の主原因であるという想定の下で、伐採収益と農業収益の総計を炭素放出量で割って、１炭素トン

あたりの採算価格が算出される。伐採による収益は木材価格の 60％が地域コミュニティに渡るも

のと考えて１ヘクタールあたり 498ドル、キャッサバおよびメイズから生まれる農業収益（30年

分を割引率 10 ％で現在価値化したもの）は１ヘクタールあたり 1,278 ドルと見積もられている。

一方で、炭素放出量は１ヘクタールあたり 60炭素トンと仮定されている。結果として、採算価格

は 1ヘクタールあたり約 1,776ドル、１炭素トンあたり 30ドルと推定されている。Silva-Chávez
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（2005）は同様の割引率と時間スケールを用いて、ボリビアにおける採算価格を１ヘクタールあた

り 886ドル、１炭素トンあたり 4.43ドルと推定している。

Osborne and Kiker（2005）は、ガイアナ共和国を対象とした研究である。大規模な木材生産か

ら得られる収益を森林保全の機会費用として捉え、炭素トンあたりの必要な補償金額を計算した。

伐採を回避することで、地上で１ヘクタールあたり 34.76炭素トン、地下も含めると１ヘクタール

あたり 42.37炭素トンの排出削減が可能となるものと推定された。もし地上分のみを考える場合は

炭素トンあたり 0.18ドル（割引率 15％）～0.71ドル（割引率３％）の補償があれば、木材生産か

ら得られる収益と等しくなる。また地下分も含めた総炭素で考える場合は炭素トンあたり 0.15ド

ル（割引率 15％）～0.58ドル（割引率３％）の補償があれば、木材生産から得られる収益と等し

くなる。これらは、50年にわたって得られる木材生産収益の割引現在価値を、50年にわたる木材

生産に伴う炭素放出量で除して得られる。補償は、現在時点で一括しておこなわれることが想定さ

れている。

割引率が高いほど将来時点で発生する木材生産からの収益が低く見積もられるため、現在時点で

森林伐採をあきらめさせるために必要な炭素トンあたりの補償金額は低くて済む。ここでの割引

率は、木材生産会社の収益計算において採用される割引率のことを指していることに注意された

い。また、地下分を含めた方が炭素放出量は大きくなるため、炭素トンあたりの補償金額は低くて

済む。直観的には地下分を含めて計算すると現地により多くの補償が渡るように思えるかもしれな

いが、機会費用つまり伐採を食い止めるために必要な金額は変わらないため、同じ場所で防ぐこと

のできる炭素量をより多く見積もって捉えた方が、炭素トンあたりの費用は安く済むことになる。

もちろん実際の制度設計において、炭素トンあたりの補償金額が決定されている場合は、地下分も

含めて計算した方が、より多くの補償が支払われることになる。

Grieg-Gran（2008）は、スターン報告書（Stern 2007）のためにおこなわれた推計結果（Grieg-

Gran 2006）をアップデートしたものである。森林面積の大きい８ヶ国（ボリビア、ブラジル、カ

メルーン、コンゴ民主共和国、ガーナ、インドネシア、マレーシア、パプアニューギニア）を対象

として、森林減少を回避するために必要な費用を推計している。現在の地球全体における森林減少
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率（年間 1300万ヘクタール）を半減することを目標として設定し、８ヶ国における代替的な土地

利用についてのヘクタールあたり収益と森林減少面積に占める割合から、費用が積み上げ計算され

ている。費用推計は、既存研究でおこなわれたものの引用に基づいている。総費用は、焼畑前の択

伐に対する補償を考慮に入れない場合で年間 40億ドル、考慮に入れる場合で年間 80億ドルと見積

もられた。焼畑前の択伐を考慮に入れない場合の総費用のうち 45％は、オイルパームに起因する

ものとなっている。また、焼畑前の択伐を考慮に入れない場合の総費用のうち 39％がインドネシ

ア、32％がブラジルにおいて発生している。

2.3 グローバルモデル分析

ボトムアップ分析が１国内の特定の土地利用に着目した推計であるのに対して、グローバルモ

デル分析は地球全体への REDD+ のインパクトを評価する。グローバルな影響を検討する際は、

REDD+ がもたらす木材市場や農産物市場への影響を考慮する必要がある。分析期間としては、

50年から 100年の長期を対象とした研究が多い。グローバルモデル分析においては、炭素価格を

いくらに設定するかによって、保全される森林面積が左右される。炭素価格に比べて、伐採や農業

の機会費用が相対的に低い地域で、森林減少の抑制が実現する。

Sathaye et al.（2005）は、さまざまな炭素価格の下でどの程度の森林保全が地球全体で実現

するかを、2000 年から 2100 年までについてシミュレートした研究である。分析にはグローバル

な動学的部分均衡モデルである GCOMP（Generalized Comprehensive Mitigation Assessment

Process Model：一般化包括緩和評価プロセスモデル）が用いられている。対策のオプションは、

植林（短伐期あるいは長伐期）と森林減少の抑制である。GCOMPモデルは、まず 2100年までの

ベースラインシナリオを設定する。次に炭素価格の変化に応じた、土地所有者の反応をシミュレー

トする。木材や非木材生産物の需要を満たすことを前提としながら、ベースラインと比べた植林の

増大や、森林減少の抑制が、炭素放出の削減として推計される。炭素価格は５ドルから 100 ドル

までの幅でスタートし、年率０％から５％までの幅で上昇するよう外生的に与えられている。結果
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として、2100年までに 50.9ギガトンから 113.2ギガトンの炭素放出が削減されることが明らかに

なった。このうち、森林減少の抑制による影響は 51 ％から 78 ％を占める。林業部門における厚

生上の影響は、マイナス 1580億ドルからプラス 810億ドルまで幅広い推計が得られた。対策のオ

プションとして植林が進む場合はプラスの、森林減少の抑制が進む場合はマイナスの影響が、林業

部門に対しては存在する（木材需要に対応しなければならない、という制約があることに注意され

たい）。地域別に見ると、アフリカと南米における炭素放出の回避が大きく貢献している。これは、

これら地域におけるベースラインの森林減少率が高いことと、特にアフリカでは森林保全の機会費

用が低いことが原因となっている。

Sohngen and Beach（2006）は、Sohngen et al.（1999）が開発した GTM（Global Timber

Model：グローバル木材モデル）を用いて、REDD+が地球全体の森林保全に与える効果を評価し

ている。GTMは、木材需給と土地利用を組み込んだモデルであり、消費者余剰から森林の維持管

理伐採に必要な費用を引いた値を最大化するように最適化計算をおこなう。結果として、トンあた

り５ドルの炭素価格では年間 0.1ギガトン、トンあたり 100ドルの炭素価格では年間 1.6ギガトン

の炭素放出を抑制する効果があることが分かった（2000年米ドルでの評価）。トンあたり 100ドル

の炭素価格はほぼすべての森林減少を防止するが、コストも総計で 2.5兆ドルと非常に高くなる。

地域別の森林減少削減の限界費用は最も低い順から並べると、東南アジア、アフリカ、南米、中米

となる。

Kindermann et al.（2006）は、土地利用モデルに基づくシミュレーションを用いて、補助金と

炭素税という２つの経済的手段が地球規模の森林保全に与える効果を検討している。ベースライン

シナリオの計算によると、現在の森林地域のうち５％が 2006年から 2025年の間に失われ、17.5

ギガトンの炭素が放出される。さらに 100 年間で現在の森林被覆面積の８分の１にあたる５億ヘ

クタールが消失し、45ギガトンの炭素が放出される。５年ごとに炭素１トンあたり６ドルの補助

金を支払うスキームによって、森林減少を半減することができる。ただしこの方法では、340億ド

ルの費用が毎年必要になる。あるいは炭素トンあたり 12ドルの焼畑課税や木材生産課税をおこな

うことによっても、森林減少を半減することができる。分析では課税対象を限定しているため、課
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税の方が補助金よりも効果が弱くなっている。課税による収入は 2005年においては年間 60億ド

ルであるが、森林減少率が低くなるため、2100年には年間７億ドルになる。著者らは、税収を森

林保全に活用する、補助金と課税を組み合わせたスキームが良いと結論づけている。

Kindermann et al.（2008）はGCOMP、GTM、DIMA（Dynamic Integrated Model of Forestry

and Alternative Land Use：森林と代替的土地利用の動学的統合モデル）の３種類のモデルを用

いて、森林保全を通じた炭素排出削減に関する地球規模での費用推計をおこなった。2005年から

2030 年にかけて森林減少を 10 ％削減するのに必要な１トンあたりの炭素価格は、GCOMP で

12.96ドル、GTMで 5.22ドル、DIMAで 17.11ドルと推計された（元文献では二酸化炭素トンあ

たりで示されている）。これにより毎年 0.08-0.16ギガトンの炭素排出が削減できるが、毎年４億ド

ルから 17億ドルのコストが必要になる。さらに森林減少を半減するのに必要な１トンあたりの炭

素価格は、GCOMPで 62.59ドル、GTMで 34.33ドル、DIMAで 76.19ドルと推計された。こ

れにより毎年 0.41-0.73ギガトンの炭素排出が削減できるが、毎年 172億ドルから 280億ドルのコ

ストが必要になる。GTMは他のモデルに比べて、限界費用を低めに見積もることが分かる。

Strassburg et al.（2009）は、森林面積で上位 20位までの発展途上国を対象として、コンバイ

ンド・インセンティブ方式による REDD+の効果を検討している。コンバインド・インセンティ

ブ方式とは、ベースラインの計算において歴史的排出量と予想排出量とを組み合わせた方式のこと

を指す。森林減少を 90％以上抑制するのに必要な１トンあたりの炭素価格は、29.63ドルと推計

された。これにより 0.86-1.73ギガトンの炭素排出が削減できるが、年間 300億ドルのコストがか

かる。この研究はグローバルな影響を検討しているものの、試算のアプローチはボトムアップ型の

機会費用積み上げをおこない、木材市場への影響などを考慮していないものと思われる。これが原

因かもしれないが、他の研究結果よりも必要なコストは低めに見積もられている（2005年米ドル

での評価）。

図１は、縦軸に年間費用（10億ドル）、横軸に年間の炭素放出削減量（ギガ炭素トン）をとり、

以上の研究結果をまとめたものである。研究によってモデルの違いや前提の違いが大きいため、こ

の図は厳密な比較を目的とするものではなく、大まかな傾向を捉えるための図であると理解された
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図 1 グローバルモデル分析のまとめ

注）Sathaye et al.（2005）、Sohngen and　 Beach（2006）、Kindermann et al.（2006）、Kindermann et

al.（2008）、Strassburg et al.（2009）の推計より。下限と上限が示されているものがある場合は、両方を記

載した。価格は元文献に表記がない場合、文献の発表年における名目値であると考えて、2005 年の米ドルに

変換した。

い。価格は元文献に表記がない場合、文献の発表年における名目値であると考えて、2005年の米

ドルで実質化している。年間数百億ドルの費用で、年間１ギガ炭素トン前後の効果が得られること

が分かる。なお、IPCC（2007）によれば、森林減少を原因とした二酸化炭素排出量は、全世界で

年間 1.6ギガ炭素トンに達する。

3 鍵となるテーマ

前節で概観した費用や効果は、REDD+を成立させる前提条件や、REDD+に関する制度がど

のように構築されるかによって、大きく異なってくる可能性がある。本節では、REDD+が機能す

る上で、重要となる課題を取り上げて検討する。REDD+の制度デザインにおいて重要なポイン
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トとしては、モニタリング、ベースライン、リーケージ、非永続性、資金供給メカニズムを挙げる

ことができる（Myers Madeira 2008；Parker et al. 2009）。

3.1 モニタリング

炭素固定量の評価は、REDD+ の実質的な効果を決定する非常に重要な要素である。森林減少

からの排出量を計測するには、第１に現存する森林の状態を記録した森林インベントリの作成、第

２にリモートセンシングとフィールド調査に基づいた森林における変化の記録、第３に森林におけ

る変化を炭素量の変化へと変換する、という３つの段階が必要である（Houghton 2003; Achard

et al. 2004; FAO 2006; Mollicone et al. 2007）。

Bellassen et al.（2008）によると、FAOが公開している 1980年代以降の各国の森林面積データ

は、専門家の査定や古い研究からの予測に基づいて評価されたものであり、炭素固定量を測定する

ための十分な精度を持たない場合が多い。また高性能の衛星が稼働していなかった時代について、

正確な森林減少傾向を知ることは難しい。

森林の減少と劣化による炭素固定量の変化をモニタリングするためには、衛星画像等を用いたリ

モートセンシング技術と地上調査の組み合わせによる評価が必要である。森林が固定している炭素

量は、森林面積と炭素密度の関係で表わされる。森林面積の変化はリモートセンシングによって測

定され、炭素密度は地上調査によって測定される。松本（2010）は、広範囲にわたって炭素密度を

把握するには大規模なフィールド調査が、また炭素固定量の変化を測定するには時系列での追跡調

査が必要であるとし、モニタリングにかかるコストが膨大になることを警告している。

渡辺（2009）によると、途上国はモニタリングの対象に森林劣化を含まずに、森林減少だけを含

むことを主張している。それに対して先進国は、森林減少・劣化、土地利用までを含めたモニタリ

ング方法を発展させるべきであると主張している。今後の課題として、衛星画像などから森林劣化

を測定するアプローチなど、低いコストでモニタリングを可能にする技術開発を進め、こうした意

見の食い違いを乗り越えていく必要がある。
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3.2 ベースライン

ベースラインの設定方法は、空間軸と時間軸に沿って整理することができる。まず空間軸では、

もっとも小規模なものとしてプロジェクトレベルでのベースラインがある。これは「プロジェクト

が存在しなかった場合」の森林状態を基準とするものであり、CDMにおけるベースラインの設定

と似ている。プロジェクトレベルでのベースライン設定は、範囲が狭いため、リーケージにつなが

りやすい。次に、国レベルでのベースラインがある。これは、各国に森林減少の歴史的トレンドな

どを考慮した個別のベースラインを定めるものである。もっとも大きな地理的広がりをもつのが、

地球レベルでのベースライン設定である。これはたとえば地球全体での森林減少率を基準として定

めるもので、ある国の森林減少率がこれを下回ればクレジットが発生することになる。一方、時間

軸に沿ったベースラインの考え方としては、過去の森林減少率をそのままトレンドとして引き延ば

すものや、森林減少率を説明するモデルを作成して、説明変数（たとえば人口など）に将来予測値

を代入することで将来の森林減少率を予測するものなどがある。

途上国にとって、ベースラインの設定は直接的な収入に関わる重要な事案である。FAOが調査・

分析を行い 5年から 10年ごとに発表される、Global Forest Resources Assessmentの 2010年度

版によると、インドネシアの森林面積は 9,443.2万ヘクタールとなっている（FAO 2010）。2050年

の森林面積は、森林減少が毎年 10％の割合で起こると想定すると約 139.6万ヘクタール、９％の

割合で起こると想定すると約 217.2万ヘクタールとなり、77.6万ヘクタールの差が生じることにな

る。１ヘクタールあたりの炭素価格を仮に 2,000ドルとすると、ベースラインの想定が１％違うこ

とで 15億 5200万ドルの収入の差が発生することになる。

すでに森林減少への政策対応をある程度おこなっている国にとっては、これまでの歴史的趨勢が

ベースラインとして設定されると、REDD+によって取得できる炭素クレジットが相対的に少な

くなってしまう。より多くのクレジットを取得するために、現状あるいは将来の森林減少をより誇

張して申告するというインセンティブが発生する。また、急激な森林減少をベースラインとして設
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定すると全体的にクレジットの供給が多くなり、ゆるやかな森林減少を設定するとクレジットの供

給が少なくなる。REDD+によるクレジットの供給量が大きいと市場全体に与えるインパクトも

大きくなるため、市場を通じた資金供給を前提とする場合は、ベースラインの設定が既存の排出量

取引市場に与える影響も考慮する必要がある。

Mollicone et al.（2007）は、地球レベルの森林減少率に関するベースラインを設定し、現状で

これを上回る国は国レベルのベースラインからの減少に基づいてクレジットを取得し、これを下回

る国は地球レベルのベースラインとの差に基づいてクレジットを取得する方法を提案している。こ

れによって、森林減少率の高い国に森林保全へのインセンティブを与えるだけでなく、森林減少率

の低い国にとってもそれを維持するインセンティブを与えることができる。

Strassburg et al.（2009）は、森林面積で上位 20位までの発展途上国を対象として、コンバイン

ド・インセンティブ方式による REDD+の効果を検討している。コンバインド・インセンティブ

方式とは、ベースラインの計算において国レベルの歴史的排出量と地球レベルの予想排出量とを組

み合わせた方式のことを指す。いま HE を年間の炭素排出量に関する歴史的傾向、Et を t時点に

おける年間の炭素排出量、P を１トンあたりの炭素価格とする。歴史的排出量に基づく支払いは、

I1 = (HE − Et) × P (1)

と表すことができる。また、EE を地球レベルでの森林減少率に基づいて予想される今後の年間

の炭素排出量とすると、予想排出量に基づく支払いは、

I2 = (EE − Et) × P (2)

となる。これら２つのインセンティブを組み合わせた支払い CI は、下記のように表すことがで

きる。

CI = α × I1 + (1 − α) × I2
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= [α(HE) + (1 − α)(EE) − Et] × P (3)

ここで αは、０から１までの値をとる、I1 と I2 のどちらをより重視したインセンティブとする

かを決める外生的なウェイトである。αが０や１の値をとると、一部の国にとっては REDD+か

ら得られるインセンティブがなくなり、枠組みに参加する国の数が減ってしまい、リーケージの

可能性にもつながる。先述した Mollicone et al.（2007）の提案は、HE > EE の国については

α = 1、HE < EE の国については α = 0を適用するものと言える。

ベースラインの設定は、REDD+制度がなかった場合に起こりうる未来を予想するものであり、

不確実性がつきものである。これに関して、幅をもった森林蓄積量をベースラインとして指定する

ことで、不確実性を緩和する方法が考えられる。Schlamadinger et al.（2005）は、ある一定の範

囲をベースラインとして設定して、その範囲内についてもある程度のクレジットを取得できる仕組

みを提案している。たとえば範囲の上限と下限の間については、削減量に一定のウェイトをかけた

クレジットを取得できるような方法が考えられるだろう。

3.3 リーケージ

リーケージは森林のみならず、気候変動緩和策に関するさまざまな部門で課題となる。たとえば

先進国で排出キャップが厳しくなったために、途上国へ鉄鋼部門が移転すると、世界全体では排出

削減の効果が相殺されてしまう。森林部門でも同じようなことは起こりうる。たとえば日本に木材

を供給していたとある途上国で REDD+活動が盛んになり、森林保全が進んだとする。しかしな

がらその結果として日本が別の途上国へ木材供給を頼るようになり、その分だけ森林減少が進め

ば、世界全体では排出削減の効果が相殺される。世界すべての国の森林が１つの REDD+制度で

管理されない限り、リーケージは起こりうる。

世界全体のリーケージは、REDD+ への参加国数を増やすことによって、減少させることがで

きる。そのため、REDD+ の制度決定は全ての国が同意できるものを目指すことが重要である。

Strassburg et al.（2009）によると、国レベルの歴史的排出量と地球レベルの予想排出量とを均等
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に重みづけたコンバインド・インセンティブ方式を用いれば、多くの対象国に参加を促すインセン

ティブを与えることができる。

3.4 非永続性

REDD+による排出削減が永久に有効かどうかは、非永続性（non-permanence）の問題と呼ばれ

る（Ellis 2001）。ある年において森林が伐採されなかったとしても、次の年に伐採される可能性は

ある。また人為的な影響だけでなく、火事や災害といった自然発生要因によっても、森林が破壊さ

れる可能性はある。非永続性への対処方法としては、引当会計アプローチ（Reserve Accounting）、

吸収年会計アプローチ（Ton-Year Accounting）、期限付きクレジット（Expiring Credits）の３つ

がこれまでに提案されている。

引当会計アプローチについては、第三者認証基準であるVoluntary Carbon Standard、Carbon-

Fix、Greenhouse Friendlyが採用している（Bellassen 2008）。引当会計は、森林減少削減により

生み出されたクレジットの一部を保留しておき、プロジェクトや政策の失敗などによって森林が破

壊された場合に、保留しておいたクレジットから同量のクレジットを引き出して、補償をおこなう

というものである。この保険に似た方法により、保留分以外のクレジットは恒久的なクレジットと

して取り扱うことが可能になる。保留すべきクレジットの割合は、森林減少リスクに応じて変える

ことが考えられる。

吸収年会計アプローチは、森林が一定期間にわたって炭素を固定すれば、これを恒久的削減と見

なすものである（Moura-Costa and Wilson 2000）。大気中にいったん放出された炭素は、恒久的

な放出とはならず、時が経つにつれて海洋や生物圏に吸収される。したがって炭素が海洋などに吸

収されるまでの年を等価期間（equivalence factor）として設定し、森林保全がこの期間にわたって

実現すれば、恒久的削減と見なすのである。しかしながら、等価期間の推定には自然科学的な不確

実性があり、これまでにおこなわれた見積もりでは 42年から 150年という幅がある（Marland et

al. 2001）。
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期限付きクレジットは、期限を区切って有効なクレジットを発行する方法である（Maréchal

and Hecq 2006）。期限が終了した後には無効となるため、引き続きクレジットを利用したい場

合には、新たな期限付きクレジットを取得するか、永続性のあるクレジットを取得する必要があ

る。実際に、CDMにおける新規植林と再植林については、短期期限付きクレジット（temporary

Certified Emission Reduction：tCER）と長期期限付きクレジット（long-term Certified Emission

Reduction：lCER）が設定されている。

3.5 資金供給メカニズム

資金供給をおこなう方法としては、市場を通じたものと基金を通じたものとの２つが考えられ

る（Parker et al. 2009; Isenberg and Potvin 2010）。市場を通じた資金供給メカニズムでは、ク

レジットの売買が市場を経由しておこなわれ、価格が需要と供給によって決定される。クレジット

は、先進国が自国の削減目標を達成するのに用いることができる。こうした仕組みは効率的な森林

保全の実施に有効であると考えられるが、一方で、価格の大きな変動可能性があると、投資決定を

躊躇させる原因ともなる。REDD+ によって生み出される安価で大量な炭素クレジットは、先進

国のその他の産業部門における排出削減への取り組みを衰退させる可能性がある（Bosetti et al.

2009）。

CCAP（Center for Clean Air Policy）やグリーンピースといった NGO は、現存する炭素市

場とは別に REDD+用の取引市場を作るデュアルマーケット方式を提案している（Ogonowski et

al. 2007）。デュアルマーケット方式の下では、REDD+によって生み出されたクレジットは、通

常の炭素市場において流通可能ではない。しかしながら、先進国は削減目標の実現においてクレ

ジットを用いることができる。REDD+ の仕組みが整ってきた時点で、２つの市場をリンクさせ

る段階へと進むことも可能である。

基金方式は、国レベルあるいは国際レベルで基金を設立し、自発的に資金を提供しようとするも

のである。2010年５月にノルウェー政府がインドネシア政府と合意に達した 10億ドルの資金提供
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などは、こうした例に当たる。*4こうした基金を通じて実現した削減量は、先進国が削減目標の達

成に使うことを前提としていないが、将来的に目標達成に使うことも考えられるだろう。基金方式

は炭素価格の不安定さを回避することができるものの、資金が枯渇すれば支援もストップしてしま

うという欠点もある。

ドイツ政府による国際気候イニシアティブ（International Climate Initiative）は、EU排出量取

引市場（European Union Emissions Trading System）においてオークション方式で初期配分す

る排出枠収入を気候変動緩和策へと活用する仕組みであり、既存の炭素市場を基金へと結びつける

取り組みと位置づけることができる（Reich and Wienges 2009; Climate Funds Update 2010）。

2008 年において排出枠の 8.8 ％がオークション方式で配分され、収入の 30 ％にあたる４億ユー

ロ（６億 1,830万ドル）が国内外の気候変動関連プロジェクトに用いられた。そのうち１億 2,000

万ユーロ（１億 8,500万ドル）にあたる部分が途上国に使途を限定し、半分がエネルギー関連のプ

ロジェクトに、残りの半分が適応策や生物多様性関連のプロジェクトに用いられている。REDD+

関連のプロジェクトには、全体で 20のプロジェクトに対して、5868万ユーロ（8540万ドル）に

及ぶ支援がおこなわれている。

以上の論点以外にも、さまざまな課題が指摘されている。その１つに、国内での資金配分の課

題がある。国家主権というハードルがあるために、国内で具体的にどのような資金の配分をおこ

なうかを REDD+ 制度で指定することは難しい。しかしながら、実際に森林減少の原因となっ

ている行為をおこなう意思決定者にまで資金が届かなければ、インセンティブはうまく働かない

（Strassburg et al. 2009）。温室効果ガス削減プロジェクトの第三者認証機関である CCBA（The

Climate, Community, and Biodiversity Alliance）は、地域社会の中で、貧困世帯の 50％以上が

プロジェクトから大きな恩恵を受けることを基準としている（CCBA 2008）。また REDD+ は、

気候変動の緩和という名目の下で、森林を生活基盤としてきた地域住民をそこから排除してしまう

*4 2010年５月、ノルウェー政府とインドネシア政府は、REDD+のために 10億ドルを支援する関心表明書に調印し

た。インドネシア政府は、天然林と泥炭をオイルパーム農園などに転換する新規認可を来年から２年間凍結すること

を確約した。資金は実績に応じて支払われる予定である。
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可能性がある。こうした側面に関して、十分な注意を払う必要がある。

REDD+ 制度そのもののデザインとは別の課題として、ホスト国側の受入能力がある。世界銀

行の森林炭素パートナーシップ基金、ブラジルのアマゾン基金（Amazon Fund）などが、受入能

力の向上を目指した支援をおこなっている。支援の内容は、土地利用変化や森林減少・劣化に関す

るシナリオの作成、効果的なモニタリング体制の構築などにはじまり、先住民族のプロジェクトへ

の参加などへと範囲を広げている*5。

4 インドネシアにおける REDD+

4.1 インドネシアにおける森林保全の重要性

本節では、REDD+制度が実施された場合に大きな恩恵を受ける可能性が高いインドネシアを実

例として取り上げ、前節で概観した諸課題に対して、どの様な解決策が考えられるかを検討する。

まず、インドネシアの森林状態や炭素排出量について述べた後、現時点で実施されている REDD+

試行プロジェクトにおけるモニタリングとベースラインの決定方法を概観する*6。

インドネシア全体の森林面積は、1990年において 1億 2,140万ヘクタールであったが、2005年

には１億ヘクタールまで減少している（Hansen et al. 2009）。インドネシアにおける森林減少の約

75％は、スマトラ島とカリマンタン島で起こっている。2000年から 2005年におけるインドネシ

ア全体の森林減少速度は、年平均 71万ヘクタールであった。これは、1990年から 2000年までの

年平均 178万ヘクタールに比べると緩やかなものであるが、依然として高い水準にあると言える。

インドネシアは、REDD+ の対象地としてどのようなポテンシャルを有しているだろうか。

Deveny et al.（2009）は、FCI（Forest Carbon Index）という指標を用いて、REDD+実施の適

切度を国・地域別に評価した。FCIは、ある国や地域が炭素クレジットを低費用で生み出す能力に

*5 Zahabu（2006）は、タンザニアのキツランガロ森林地域（Kitulangalo Forest Area）における炭素密度評価にお

いて、地域コミュニティの参加がモニタリングコストを大幅に削減させる可能性を示している。
*6 Wertz-Kanounnikoff and Kongphan-apirak（2009）によると、2009 年５月時点で全世界の REDD 試行プロ

ジェクトは 44あり、そのうち半分以上の 24プロジェクトがインドネシア国内のものだった。
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関連する、経済や森林の状態と、リスク要素であるガバナンス能力や実行の容易さとを組み合わせ

て評価される。インドネシアはガバナンス能力や実行の容易さにおいてやや不安があるものの、ブ

ラジル、ロシア、ペルー、ボリビア、コロンビアに次いで世界で 6番目に高い評価を得た。森林減

少率が高いインドネシアとブラジルは、炭素クレジットの供給シェアにおいて約 6割を占めると評

価されている。インドネシアの森林に特徴的な点は、その多くが炭素を土壌に含む泥炭地に生育し

ていることである。これは炭素固定の側面から見て、インドネシアにおける森林保全の重要性が高

いことを意味している。インドネシアが保有する広大な泥炭地には、少なく見積もっても約 55ギ

ガトンの炭素が固定されている（Jaenicke et al. 2008）。こうした炭素は、森林減少や火災によっ

て、空気中に放出されてしまう可能性がある。東南アジアの泥炭林は、森林伐採、乾燥化、火災に

よってこの数十年間で急速に減少してきた（Hooijer et al. 2010）。東南アジアに存在する 2,700

万ヘクタールの泥炭林のうち、1,290万ヘクタールは森林減少がすでに起こっているか、乾燥化し

ている。また 2006年において、東南アジアの泥炭から排出された炭素は 96メガトン～231メガト

ンであり、その 82％がインドネシアからの排出であった。

1997年に発生した大規模な火災では、中部カリマンタン州の 79万ヘクタールに及ぶ土地が被害

にあった（Page et al. 2002）。そのうち泥炭地が占める割合は、91.5％であった。泥炭と植生の

焼失による放出を合わせると、0.24～0.28ギガトンの炭素が放出された。インドネシア全体に外挿

すると、0.81～2.57 ギガトンの炭素が 1 年間で放出されたことになる。これは全世界の化石燃料

部門からの排出の 13～40％に相当し、大気中二酸化炭素濃度の上昇に大きく寄与したと考えられ

る。泥炭林は、地球の気候に大きな負の影響を与える危険性がある。

4.2 ウルマセン・プロジェクト

The World Bank Indonesia REDD Team（2009）によれば、インドネシアにおける REDD+

の試行プロジェクトへの関心は COP13 をきっかけに大きくなり、現在では 20 のプロジェクト
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が検討、準備、または実行されている。*7本節ではその中で、インドネシア・アチェ州ウルマセン

（Ulu Masen）でおこなわれている REDD+ の試行プロジェクトを取り上げる（The Provincial

Government of Nanggroe Aceh Darussalam 2007）。このプロジェクトは、世界で初めて CCBA

に承認された REDD+の試行プロジェクトであり、今後の REDD+制度の成否を左右する重要な

プロジェクトの１つである。

スマトラ島北端に位置するアチェ州では、2005年まで、アチェ独立運動（Gerakan Ache Merdeka）

とインドネシア政府が内戦状態にあった。そのため、企業などが伐採活動をおこなえず、広大な森

林が手付かずの状態で保全されたまま残っている。しかし内戦が終了すると、こうした森林は、違

法伐採、過剰な商業伐採、オイルパームプランテーションへの転換による森林減少の脅威にさらさ

れることとなった。また同地域は、2004年に発生したスマトラ島沖地震にともなう津波によって

甚大な被害を受けている。農地が津波の被害を受けた結果、現金収入を得るための違法伐採も増加

した。

ウルマセンにおける森林面積は約 75万ヘクタール、総炭素蓄積量は地上と地下の合計で約 1.41

億炭素トンと推計されている。したがって 1ヘクタールあたりの平均炭素蓄積量は 188炭素トン

となる。*8また森林劣化については、パームオイルが 76炭素トン、混交林が 84.6炭素トン、低木

地帯が 65炭素トンと推計されている。今後 30年間で、73,000ヘクタールの森林がパームオイル

に変わると予測されている。

ベースラインの決定においては、過去の森林減少傾向から将来の森林減少を予測する必要があ

る。ウルマセン・プロジェクトでは、土地利用モデルを用いてベースラインが決定された。土地利

用モデルでは、土地の傾度、アクセス性、道路建設の予定、プランテーションの開発予定、違法伐

採の現状などを考慮して、将来の森林減少を予測する。モデルは、2008年から 2038年の 30年間

における森林減少率を年間 1.28％と推定した。結果として算出されたベースラインは、アチェ州

*7 Myers Madeira（2009）も、インドネシアにおける試行プロジェクトの現状についてまとめている。
*8 アジア島嶼域における炭素蓄積量を１ヘクタールあたり 225炭素トンと推計している IPCC（2006）のガイドライ

ンと比べると、これは控えめな推定となっている。
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における森林減少率 0.86％と、スマトラ島における森林減少率 2.3％の間となった。

プロジェクトの目的は、2038 年において森林減少をベースラインから 85 ％抑制することであ

る。2008年のウルマセンの炭素蓄積量は約 1.41億トンであり、2038年にはベースラインとプロ

ジェクト下で、それぞれ約 1.08億トンと約 1.36億トンと推計されている。つまり約 2,800万炭素

トンの放出が抑制されることになる。このうち８割が地上、２割が地下分の炭素と見積もられて

いる。

プロジェクトの費用については、2007年から 2012年までに総計で約 4,800万ドルと見積もられ

ている。その内訳は、コンサルティングなどのスタートアップ費用が約 270万ドル、技術的支援や

クレジット販売に関わる実施費用が約 990万ドル、モニタリングや計測に関わる費用が約 300万

ドル、違法伐採防止や再植林に関わる活動費用が約 2700万ドルなどとなっている。違法伐採防止

や再植林に関わる活動に用いられる費用は、全体の約 56％にとどまっていることから、REDD+

を実際に動かしていくには、森林減少・劣化を抑制するための費用そのもの以外にも、相当程度の

資金が必要となることが示唆される。アチェ州政府は、プロジェクト費用のおよそ半分を ODAで

まかない、残りのおよそ半分をクレジットの販売収入によってまかなう予定である。

インドネシアにおける試行プロジェクトの実施者からは、国による管理や迅速な認証を求める声

が上がっている（The World Bank Indonesia REDD Team 2009）。ウルマセン・プロジェクト

では CCBAによる 30年１億炭素トンの認証があり、メリルリンチとも購入の合意があるものの、

これまでのところクレジット取得は実現していない。

4.3 有効な REDD+制度構築のための教訓

現地住民がおこなう土地利用に関する意思決定は、常に変化する。筆者らは 2010年 6月に、イン

ドネシア中部カリマンタン州のバワン（Bawan）村、ガエントン（Gaentong）村、マリク（Maliku）

村を訪れ、総計 134軒の農家に対する聞き取り調査をおこなった。天然ゴム畑を持つ農家 99軒の

うち 51軒に対して天然ゴムを植え付けた年を尋ねたところ、51軒のうち 46軒が、2005年以降に
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図 2 中部カリマンタン３村におけるゴム栽培開始年

注）2010 年６月、バワン（Bawan）村、ガエントン（Gaentong）村、マリク（Maliku）村における調査結

果より。

天然ゴムの栽培を開始していた（図２）。こうしたゴムの栽培は、もともと米を植えていた場所で

おこなわれていた。この地域では、小規模農家による天然ゴムの植林が 2005年以降に増加してい

ると推測される。

ゴムの栽培は、米の栽培に比べると炭素固定に寄与する。Palm et al.（1999）は、インドネシア

における LULUCFによる炭素固定量を推定している。対象となる LULUCFとしては、原生林、

択伐された森林、天然ゴム、パルプ、一年生作物の炭素固定量が取り上げられている。天然ゴムの

炭素固定に対して補償を与える制度を採用すれば、地元住民が安定した経済的収入を得ながら、気

候変動の緩和に貢献する可能性がある。

インドネシアにおけるプロジェクト進行にとってのその他の不安定要因として、違法伐採の存在

を挙げることができる。Curran et al. (2004) によると、森林保護地域として指定されている西カ

リマンタン州の Gunung Plung国立公園において、1985年から 2001年までの間に 56％以上の森

林が失われた。管理者のいない森林保護地域は、木材供給のための違法伐採がおこなわれる危険性
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表 2 インドネシアにおける LULUCFの炭素固定量

原生林 択伐された森林 天然ゴム オイルパーム パルプ 一年生作物

炭素量 (tC/ha) 306 93.2 89.2 44.2 22.0 2.05

(99) (41.3) (39.8) (1.91) (0.98)

出所）Palm et al.（1999）

注）かっこ内は標準偏差を表わす。オイルパームの炭素蓄積量は、カメルーンにおける調査データを使用して

いる。

があり、適切な管理体制を構築する必要がある。

REDD+の実施には、削減実施そのものに必要な機会費用に対する補償以外にも、ベースライン

やモニタリングにかかる準備費用、違法伐採の防止にかかる費用など、さまざまな資金が必要とな

る。したがって、着実な削減を実現するためには、受け入れ能力の発展をうながすための支援が不

可欠である。

5 結語

本稿では、REDD+に関する経済学的文献の成果を概観し、その費用と効果、制度設計において

鍵となるテーマについて整理した。さらに、インドネシアを事例として、具体的なプロジェクト展

開における課題について考察した。結果として、REDD+は安価な気候変動緩和策として大きな

ポテンシャルを秘めているものの、制度として有効に機能するには、多くのハードルを乗り越える

必要があることが分かった。

2010年 11月にメキシコ、カンクンで開催された COP16では、2013年以降の気候変動対策の国

際的枠組みについての決定を、2011年に開催される COP17に先延ばしした。現在のところ、米

国、中国といった主要排出国が参加する新たな枠組みを採用する案と、先進国のみが削減義務を負

う京都議定書を延長する案とが、併存している状態である。先進国と途上国の間に横たわる利害対

立を乗り越えるためにも、資金移転メカニズムとしての REDD+が果たす役割は大きい。
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一方で、森林の気候変動緩和機能のみに焦点を当てすぎると、資源配分に歪みが発生する可能性

もある。森林保全は炭素吸収、気候変動緩和という便益だけでなく、持続可能な林業を通じた経済

的利益や、生物多様性の保全という多面的な便益をもたらす。こうした多様な便益を認識し、それ

を具現化していくような制度設計が求められる。
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